
    分かりにくい「老人ホーム」の違い 

小倉タイムス紙の「チャンネル 0」より 

「みんなの介護」の HP より 

福 
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生活保護“残酷物語” その➁ 

     葬儀代や部屋の「家財処分料」は出ないの？ 
①喪主が生活保護利用者であれば葬祭扶助

費（北九州市 21.2 万円）が出ますが、保護

利用者でない親戚などが喪主になると、葬祭

扶助費はでません。 

喪主がいない場合は市が直葬しますが、お

悔やみに親せきや友人が参加することに問

題はありません。 
 

➁家財道具の処分料は出ません。そのため大

家さんが自腹で処分するしかありませんの

で、家を貸すことをためらう大家さんもいま

す。全生連などが改善を政府に求めています

が、政府は拒否しています。 

    中小企業の“最低賃金”引き上げの財源に 
          内部留保への課税 どう思います？ 
大企業の内部留保は、第 2次安倍晋三政権が

発足した 2012年度には 333・5兆円でしたが、

21 年度には、484・3 兆円と 150 兆円も増加し

ました。 

つまり、アベノミクスの期間に 150兆円も大

企業の内部留保が増えたのです。 
 

この内部留保の増加分に 5年間の時限措置と

して年間 2％の課税を行う。その際、内部留保

の課税対象額から賃上げ分や、下請け単価の引

き上げ分や、設備投資分は控除します。 
 

ただし、石炭火力発電所建設をはじめ、二酸

化炭素（CO2）排出を増やし、気候危機打開に逆

行する設備投資は控除の対象にしません。  
 

これらの控除額が 50 兆円程度あると仮定し

て、「（150-50）兆円×2％×5 年間」で 10 兆

円の財源となります。  
 

こうして得た 10兆円の財源を、企業利益（企 

ビックリ “こんなことが”  
 

時間に追われ、セカセカと歩いていた時、「ガシャ

ッ」という音がして振り返ると、小さな子どもを自

転車の後ろに乗せた若いお母さんが自転車ごと倒れ

ていました。  

一瞬、気づかぬふりをして“先を急ごうか”との思

いが頭をよぎりましたが、「それはダメ」と、別の私

が言いました。  
 

駆け寄って「大丈夫ですか？」「救急車を呼びまし

ょうか？」「（子どもが）ヘルメットをしてて良かっ

たですね」と、それ以上の言葉が出ず自分の不甲斐

なさを感じながらも「敬語で」話しかけました。 
 

お母さんの顔を見て「えっ！」、倒れていたのは筆

者の娘と孫だと初めて気づきました。 私を見かけた

娘が慌ててハンドルを切って倒れたらしい。 
 

娘が自転車で幼稚園に孫を送迎すると言ったと

き、「倒れたら危ない」からと反対した筆者。  

親子は幸い無事でしたが、皆さんもご用心を。 

業努力）では困難が大きな中小企業の最低賃金

を、時給 1500 円に引き上げるための「直接支

援」にあてます。 
 

「直接支援」の具体的な方法としては、赤字

企業も負担している社会保険料を賃上げに応

じて軽減します。また社会保険料軽減では賃上

げできない事業者には「賃上げ助成」を行いま

す。 
 

この考えに岸田首相は「二重課税になる」と

言って拒否しています。一度法人税を払った内

部留保に再度課税するのは「二重課税」という

主張です。 
 

でも、考えてみたら、消費税も一度所得税を

払った給与などでの購入への「二重課税」です。 

ガソリン税・たばこ税・酒税は、価格の多く

を税金が占めますが、その税金にも消費税が課

税される「三重課税」ではないでしょうか。 

訂 正 
先月号で、「えっ！ こ

らえらいこっちゃ」の記

事の中で、「コロナによる

日本人の死者数は 7 に」

は、(7)「万人」が抜けて

いました。訂正します。 

1 月号に掲載しました生活保護「残酷物

語」のパート➁です。 
 

小倉生健会に「生活保護利用者が亡くなっ

たが葬儀代や部屋の家財処分費用は出ない

のか。憤慨している」との相談がありました。 
 

 相談内容は、生活保護利用者が亡くなり、 

①その兄が（火葬のみの）直葬で葬儀をした

が、葬儀代は保護費からでないのか？ 
 

➁亡くなった方の家の家財道具の処分料は

出ないのか？  

の二つです。 
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          小倉生健会 服部拓己 

 

〇本の名前 

「誰も断らない こちら神奈川県座間市生

活援護課」 
 

〇作者 

篠原 匡 著 （朝日新聞出版 2022年） 

 

 座 間 市

は、人口 13

万人弱、神

奈川県中央

部の小規模

なベッドタ

ウンです。

(小倉北区

は約 18 万

人)。座間市

の生活援護

課は、生活

保護係(1～

3 係 )と並

んで、自立

サポート担

当を専任で

複数配置。[誰も断らない」をモットーに、と

りわけ、生活保護受給に至らない生活困窮者

に焦点を当て、その自立を支援しています。 
 

 そのために、まず役所内の連携を強めます。

住民からの様々な相談を受けた各部署が、そ

の内容を詳しく聞き取り、統一された「つなぐ

シート」に記入。それを持って、担当課や自立

サポート担当に紹介する仕組みを作っていま

す。行政の縦割りを打破して、問題をすくい上

げる仕掛けです。 
 

 更に、役所の外で活動する NPO やボランテ

ィア団体、生協、社会福祉法人、理解ある企業

や商店、弁護士・税理士等の専門職、などを「チ

ーム座間」として幅広くネットワークに組織

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 桃太郎さんのツイッターから 

図書館で借りた本が良かったので、

本の紹介文を書いてみました。 

そうして、シェル

ターやアパートの紹

介による居住支援事

業、フードバンクや

子ども食堂、放課後

教室等の子どもの居

場所作り、職場あっ

せんや就労前訓練の

実施、生活習慣の訓

練、家計管理支援、更

には訪問相談(アウ

トリーチ)など、相談

者の課題に合わせた

対応ができるよう、

多様な事業を各団体

に委託して実施して

います。毎月、チーム

としての支援調整会

議を持っているそう

です。 
 

 こうして、金銭的

な困難以外でも、高

齢者世帯の介護不安

や、シングルマザー

家庭の課題、引きこ

もりや不登校、外国

人労働者の不利益な

ど、様々な相談に対

応し、時には掘り起

こして、文字通り「誰

も断らない」支援を

行っているのです。 
 

 「市役所は福祉の

総合デパート。我々

は命を守るサービス

を提供している」と

いう課長の言葉にあ

るように、行政の熱

意でできる事は多

い、と感じました。 

実例の豊富なルポ

ルタージュです。市

立図書館で借りるこ

とができます。 

 

 

宮
崎
地
裁
で
裁
判
長
の 

“
要
旨
の
告
知
”
が
終
わ
っ
た
後
、

裁
判
長
が
「
裁
判
が
長
期
化
し
て
、
そ
の
間
に
原
告
が
亡
く

な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
悔
し
い
思
い
を
し
た
で
し
ょ
う
」
、

と
発
言
し
て
い
ま
し
た
。
（
裁
判
傍
聴
者
の
感
想
か
ら
） 

 


